
平成２３年（厚）第８８０号

平成２４年７月３１日裁決

主文

　本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、請求人の夫である

Ａ（以下「亡Ａ」という。）に係る、厚生

年金保険法 (以下「厚年法」という。)の

規定による遺族厚生年金（以下、単に「遺

族厚生年金」という。）の支給を求めると

いうことである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、平成○年○月○日に死亡し

た亡Ａの妻であるとして、平成○年○月

○日 (受付 )、厚生労働大臣に対し、遺

族厚生年金の裁定を請求した。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「厚年法第５８条の

支給要件に該当しないため。」という理

由で、遺族厚生年金を支給しない旨の処

分（以下「原処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服とし、○○厚

生局社会保険審査官に対する審査請求を

経て、当審査会に対し再審査請求をした。

その不服とする理由は、本件裁決書添付

別紙のとおりである。

第３　問題点

１　遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保

険者又は被保険者であった者が、(1)　

被保険者・・・が死亡したとき、(2)　

被保険者資格喪失後、被保険者期間中に

初診日のある傷病によって初診日から５

年以内に死亡したとき、(3)　障害等級

の１級又は２級の障害の状態にある障害

厚生年金の受給権者が死亡したとき、(4)

　老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生

年金の受給資格期間を満たしている者が

死亡したとき、のいずれかに該当する場

合に、厚生年金保険法（以下「法」という。）

第５９条に規定する遺族に支給されるこ

とになっているが、(1) 又は (2) に該当

する場合には、死亡した者について、そ

の死亡日の前日において、①　当該死亡

日の属する月の前々月までに国民年金の

被保険者期間があり、かつ、当該被保険

者期間に係る保険料納付済期間及び保険

料免除期間を合算した期間が当該被保険

者期間の３分の２以上であること、又は、

②　当該死亡日の属する月の前々月まで

の１年間が、保険料納付済期間若しくは

保険料免除期間で満たされていること、

のいずれかの要件（以下「保険料納付要

件」という。）を満たしていることが必

要とされている（法第５８条第１項及び

国民年金法等の一部を改正する法律（昭

和６０年法律第３４号）附則第６４条第

２項）。

２　本件の場合、亡Ａは、一件記録によれ

ば前記の (1) 及び (2) には該当しないこ

とが明らかであり、同人に係る障害厚生

年金の受給の記録も存しないから (3) に

も該当しない。したがって、本件の問題

点は、原処分の理由に則していうと、亡

Ａが前記 (4) にも該当しないとして、原

処分が適法・妥当といえるかどうかとい

うことである。

３　亡Ａは、昭和○年○月○日生れの男子

であるが、同人が老齢給付の受給権を

取得するためには、①厚生年金保険の

被保険者期間（以下「厚年期間」とい

う。）が２０年以上あること、②４０歳

以降の厚年期間が１５年以上あること、

③保険料納付済期間、保険料免除期間及

び合算対象期間を合算した期間が２３年

(２７６月 )以上あることのいずれかひ

とつを満たすことが必要である（厚年法

第４２条、同法附則第１４条第１項、国

民年金法（以下「国年法」という。）第

２６条、同法附則第７条第１項及び第９

条、国民年金法等の一部を改正する法律

（昭和６０年法律第３４号。以下「６０

年法」という。）附則第８条第４項及び

第５項、同法附則第１２条第１項第１号、

第２号及び第４号参照）。

なお、前記合算対象期間には、ア　

日本国内に住所を有さず、かつ、日本国



籍を有していた期間（２０歳に達した日

の属する月前の期間及び６０歳に達した

日の属する月以後の期間に係るものを除

く。）のうち、昭和３６年４月１日から

同６１年３月３１日までの期間に係るも

の（６０年法附則第８条第５項第９号）、

イ　２０歳に達した日の翌日から６５歳

に達する日の前日までの間の昭和３６年

５月１日以後に日本国籍を取得した者の

日本国内に住所を有していた期間であっ

て、難民の地位に関する条約等への加入

に伴う出入国管理令その他関係法律の整

備に関する法律による改正前の国民年金

法第７条第１項に該当しなかったため

国民年金の被保険者とならなかった期

間（昭和３６年４月から同５６年１２月

までの期間であり、かつ、２０歳に到達

した月以後６０歳に到達する月前の期間

であって、被用者年金各法の被保険者又

は組合員期間等を除いたもの）（６０年

法附則第８条第５項第１０号）、ウ　上

記イに該当する者の日本国内に住所を有

しなかった期間（２０歳未満であった期

間及び６０歳以上であった期間を除く。）

のうち、昭和３６年４月１日から当該日

本の国籍を取得した日の前日までの期間

に係るもの (国民年金被保険者期間、被

用者年金各法の被保険者又は組合員期間

等を除いたもの )　（６０年法附則第８

条第５項第１１号）が含まれる。

４　亡Ａが○○月の厚生年金保険被保険者

期間を有すること、この他に国民年金保

険料の納付または免除期間を有しないこ

とに関しては、当事者間に争いはない。

第４　事実の認定及び判断

１　一件記録によれば、次の事実を認定す

ることができる。

(1)･･亡Ａを原告（以下「原告」という。）

とし、Ｂ･（以下「Ｂ･」という。）を

被告とする○○地方裁判所昭和○○

年 (タ )第○○号母子関係存在確認請

求事件について、○○地方裁判所が昭

和○○年○月○○日に言い渡した判決

は、原告は、被告であるＢ･が昭和○

年○月○○日ころ分娩した子であると

認定判断し、被告が原告の母であるこ

とを確認した。

(2)･･亡Ａを原告（以下「原告」という。）

とし、国を被告とする○○地方裁判所

昭和○○年（行ウ）第○号国籍存在確

認請求事件について、○○地方裁判所

が昭和○○年○月○○日に言い渡した

判決（以下「国籍確認原審判決」とい

う。）は、「○○○（帰化後の氏名Ｃ）

は、大正年間から○○市において手広

く貿易商を営んでいた○○人であり、

妻のＤを○○に残し、大正○○年ころ

からはのちに妾として入籍したＥとも

結婚してともに同市内に居住していた

ものであるが、婦人関係が激しく、第

５婦人まで作り、Ｆとの間には３名の

養子を迎えていた。そのため結婚後数

年を経ても子のできなかったＥは、子

のない寂しさと自らの妾としての地位

を維持、強化する必要とから、他より

子をもらいうけてこれを自らの子とし

て養育することを考えていたが、昭和

○年夏ころ、○○市内において生後間

もない原告を第三者からもらい受ける

ことに決め、Ｇの了解も得たうえで、

生後１か月のころ原告を引き取り、Ｇ

において姓名もＨと命名のうえ、Ｇ・

Ｅ間の同年○月○日生れの庶子として

○○において届出を了した結果、原告

はＧの○○戸籍に入籍し、原告は右両

名の実子として養育されるところと

なった。」との事実を認定したうえで、

「原告が昭和○年夏ころ○○市内にお

いてＧのもとに生後間もなく引き取ら

れたことは明らかであり、そのころ日

本で出生したことは優に推認されるか

ら、原告は旧国籍法第４条にいう父母

ともに知れないが日本で出生した者に

該当し、同条により昭和○年出生とと

もに日本国籍を取得したというべきで

ある。そして、原告が○○戸籍に入籍

すべき事由の存在しなかったことは前

記認定のとおりであるから、原告は、

日本国と○○○○との間の平和条約に

よっても日本国籍を喪失していないと



いうべきであり、他に日本国籍の喪失

事由について主張、立証のない以上、

現に日本国籍を有しているものと認め

るのが相当である。」として、亡Ａが

日本国籍を有することを確認した。

(3)　国は、（2）の判決を不服として控

訴したが (○○高等裁判所昭和○○年

（行コ）第○○○号国籍存在確認請求

控訴事件）、○○高等裁判所は、昭和

○○年○月○○日、国の「旧国籍法４

条前段の規定が適用されるのは、出生

子について通常予想されている届出期

間ないしその直近の時期において、旧

戸籍法７２条の規定により出生の届出

をする義務を有する者の存在が関係者

に全く不明であり、かつ、その手掛か

りも得られない棄児の場合に限られ

る。」との主張に対し、旧国籍法４条

の規定の適用を受けるのは、「事実上

の父及び子を分娩した母がいずれも判

明しない場合並びに事実上の父は判明

しているが、これと子との間に法律上

の父子関係が存在せず、かつ、生母が

判明しない場合」であり、その大多数

を占めるのは、前者の場合であり、そ

の中でも主として棄児の場合であると

判示したうえで、国の「旧戸籍法７８

条が、棄児が発見された場合の棄児発

見の申出の手続を定め、棄児の戸籍を

編成するための特別の規定を置いてい

ることをもって、これは棄児が生地主

義に基づく規定により日本国籍を取得

するものであることから、その戸籍編

成について手続的に保証を与えたもの

というべきであり、生地主義に基づく

旧国籍法４条前段の規定が棄児にのみ

適用されるものである。」との主張に

対しては、「旧国籍法４条前段の規定

により生来的に日本国籍を取得した子

は、父母が日本人であることによって

日本国籍を取得するものではないか

ら、父母の本籍を取得することができ

ず、本籍を有しない日本人となり、旧

戸籍法１６０条の規定により区裁判所

の許可を得て就籍の届出をすることに

よってはじめて戸籍簿に登載されるこ

とになるのであるが、乳幼児である棄

児の段階で発見された子については、

日本の地理的条件から考えて、日本で

生まれたことが明らかであるから、あ

えて区裁判所の判断を経るまでもな

く、市町村長において戸籍登載をして

も差し支えないと考えられる。旧戸籍

法７８条の規定は、この趣旨から棄児

についての戸籍登載の手続を定めたも

のにすぎないのであって、旧国籍法４

条前段の規定の適用を受ける者が控訴

人の主張するような棄児に限られると

の前提に立つものと解することはでき

ない。」として国の主張を排斥し、国

の控訴を棄却する判決（以下「国籍確

認控訴審判決」という。）を言い渡した。

(4)･ ･国籍確認控訴審判決は、昭和○○

年○月○○日の経過により確定したた

め、亡Ａは、Ｉ弁護士を代理人として、

同年○月○○日付で就籍届を提出し、

同月○○日付で、氏名を「Ａ」、出生

を「昭和○年○月○日」とする亡Ａに

係る戸籍が編成された。

(5)･ ･亡Ａに係る外国人登録証明証から

一部摘記すると、以下のとおりである。

ア　氏名：（Ａ）　Ｈ

イ　生年月日：○○○○年○月○日

ウ　国籍：○○

エ　旅券発行年月日：○○○○年○月

○○日

オ　上陸した出入国港：○○空港

カ　上陸許可年月日：○○○○年○月

○日

キ　在留期間：○○○○年○月○日か

ら○○○○年○月○日まで

ク　出生地：日本

ケ　居住の地番：○○市○区○○町○

丁目○番○号

コ　記載事項書換欄

日付 記事

○．○．○ 法第９条第１項の申請受理

○．○．○ 法第８条第２項の申請受理



○．○．○ 法第８条第２項の申請受理

○○市○区○○町○丁目○

番○号 (昭○年○月○日 )

○．○．○ 法第９条第１項の申請受理

○．○．○ 法第９条第１項の申請受理

自○○○○・○○・○○至

○○○○・○・○

(6)･ ･亡Ａは、昭和○年○月○日、中国国

籍の○○○（日本名、Ｊ）と中国の方式

により婚姻し、それは同○年○月○日付

で戸籍に記載された。

(7)･ ･亡Ａは、昭和○年○月から同○年○

月まで、同○年○月から同年○月まで同

○年○月から同年○月まで、及び平成○

年○月から同年○月まで、合計○○月の

厚年期間を有するから、この期間は保険

料納付済期間に該当する。

(8)　請求人の被用者年金加入期間は、平

成○年○月から同○年○月まで及び同○

年○月から同○年○月までの厚年期間の

みである。

(9)　昭和○○年○月（当時、亡Ａは○○歳）

から同○年○月までの期間において、亡

Ａが日本国内に住所を有しなかった期間

は、昭和○○年○月から同○○年○月（日

本への上陸許可年月日は同年（○○○○

年）○月○日）までの○○○月間及び同

○年○月（同月に日本を出国した）から

同○年○月（同年○月○日付で、○○か

ら○○市○区○○町○－○－○に住所地

を変更し届出た）までの○○月間である。

２　以上の認定事実に基づいて、本件の問

題点について検討し、判断する。

(1)･･請求人は、就籍届の提出をもって、

亡Ａは日本国籍を取得したのであり、

「昭和３６年５月以後国籍法の規定に

より日本国籍を取得した者」に該当す

るとして、①昭和○○年○月から同○

○年○月までの○○○月の海外在住期

間は６０年法附則第８条第５項第１１

号による合算対象期間、②同○○年○

○月から同○○年○○月までの○○月

の国内在住期間は同条同項第１０号に

よる合算対象期間、③同○○年○月か

ら同年○月までの○月の国内在住期間

は同条同項第１１号による合算対象期

間とし、合計○○○月の合算対象期間

と上記１の (6) で認定した○○月の厚

年期間（保険料納付済期間）を合算す

れば○○○月となり、前記第３の３の

③記載の受給資格期間を満たすための

要件○○○月を超えるため、亡Ａは年

金受給資格期間を満たしていると主張

する。

(2)　しかしながら、上記１(2) のとおり、

亡Ａが、旧国籍法第４条にいう父母と

もに知れないが日本で出生した者に該

当し、同条により昭和○年出生ととも

に日本国籍を取得した者であることは

確定判決により確定した事実である。

請求人が主張する就籍届は、本来本籍

を有すべくして未だこれを有しない日

本国民が本籍を設けるための報告的届

出であり、その届出により国籍を取

得するものではない。そうすると、亡

Ａについて、①昭和○○年○月から同

○○年○月までの○○○月及び②同○

○年○月から同○○年○月までの○○

月の合計○○○月の海外在住期間は、

６０年法附則第８条第５項第９号によ

る合算対象期間と認めることができる

が、その他の国内在住の期間で厚生年

金保険の被保険者でなかった６０歳未

満の期間は、国民年金の強制加入被保

険者であるべき者が加入しなかった期

間または保険料未納期間であり、保険

料納付済期間、保険料免除期間、また

は合算対象期間のいずれにも該当しな

い。そうすると、亡Ａは、合算対象期

間○○○月と厚年期間 (保険料納付済

期間）○○月を合算しても、○○○月

にしかならず、○○○月に○月足りな

いから受給資格期間を満たした者とは

いえない。なお、上記１の (8) で認定

したとおり、請求人は、平成○年○月

から同○年○月まで及び同○年○月か

ら同○年○月までの○月の厚生年金保



険被保険者期間を有するが、昭和○年

○月以後の期間であるため、当該期間

は亡Ａの合算対象期間にはならない

し、また、当時において亡Ａはすでに

６０歳を過ぎていたので、当該期間に

おいて、亡Ａが国民年金第３号被保険

者となることもない。

(3)　請求人は、昭和○○年○月から同

○○年○月までの○○月及び同○○年

○月から同年○月までの○月の亡Ａが

国内に在住した期間について、６０年

改正法附則第８条第５項第１号にい

う「国民年金の被保険者となることが

できた者が、同項に規定する申し出を

行わなかった為、国民年金の被保険者

とならなかった期間」に該当し、合算

対象期間に含められるべきである旨主

張するところであるが、亡Ａにとって

当該期間が上記法令を根拠に合算対象

期間とすることができないことは、法

令上明らかであり、請求人の主張は採

用できない。確かに、亡Ａの場合、同

人の国籍は昭和○○年○月の国籍確認

控訴審判決の確定により、出生時によ

る国籍取得が確認されたものであるか

ら、国民年金保険料を納付することが

できない期間が発生してしまったので

あるが、受給資格期間を満たすための

不足月数は○月であること、戸籍が編

成された以降も、国民年金の保険料納

付の事実はなく、６２歳で厚生年金保

険の被保険者資格を喪失した後も、国

民年金の任意加入被保険者となること

ができたことなどを考慮すると、受給

資格期間を満たすための方策があり、

そのための行動をとることができたに

もかかわらず、それをしていないこと

が窺われ、請求人の主張に理由がある

と認めることはできないといわざるを

得ない。

(4)　以上のとおり、亡Ａは老齢給付の

受給資格期間を満たさず、老齢給付の

受給権者とはならないから、亡Ａの死

亡は、老齢厚生年金受給権者の死亡ま

たは老齢厚生年金の受給資格期間を満

たした者の死亡とはいえず、前記第

３の１の (4) には該当せず、したがっ

て、遺族厚生年金の支給要件に該当し

ない。

(5)　以上によれば、原処分は妥当であっ

て、これを取り消すことはできない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。

　

　

　


